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別表第十二への採用を検討する JIS一覧（JIS発行後） 

平成30年2月 日 

表１ 電気安全に関する基準 

IEC規格等 最新版 現行J規格 JIS等 タイトル IECとの差違 備考 

IEC 62368-1 第2版（2014） なし JIS C 62368-1（2018） オーディオ/ビデオ，情報及び通信技術機器－第1

部：安全要求事項 

あり 新規採用 

－ 第2版（2014） 

IEC60335-2-4 第6版（2008） 

Amd.1(2012) 

Amd.2(2017) 

J60335-2-4（H20） JIS C 9335-2-4（2017） 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－

４部：電気脱水機の個別要求事項 

 

あり 改正 

 第6版（2008） 

Amd.1(2012) 

IEC60598-2-20 第4版(2014) J60598-2-20

（H25） 

JIS C 8105-2-20（2017） 
照明器具－第2-20：ライティングチェーンに関す

る安全性要求事項 

あり 

 

改正 

第3版(2010) 第4版(2014) 

IEC60598-2-21 第1版(2014) なし JIS C 8105-2-21（2017） 照明器具－第 2-21：ロープライトに関する安全性

要求事項 

あり 

 

新規採用 

  第1版(2014) 

IEC60335-2-102 第2版(2017) J60335-2-102

（H20） 

JIS C 9335-2-102（2017） 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

２－１０２部：商用電源に接続するガス，石油及び

固形燃料燃焼機器の個別要求事項 

あり 改正 

第1版(2004) 第1版(2004) 

Amd.1（2008） 

Amd.2（2012） 

IEC60335-2-32 第4.2版(2013) 

 

J60335-2-32

（H20） 

JIS C 9335-2-32（2018） 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用

スイッチ－第 2-32部：マッサージ器の個別要求事

項 

あり 改正 

第4版(2002) 第4.2版(2013) 

IEC60335-2-60 第４版(2017) 

 

J60335-2-60

（H20） 

JIS C 9335-2-60（2017） 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

2-60部：渦流浴槽機器，渦流スパ及びこれらに

類する機器の個別要求事項 

あり 改正 

第3版(2002) 

Amd.1（2004） 

Amd.2（2008 

第3版(2002) 

Amd.1（2004） 

Amd.2（2008） 

― ― J60335-2-J7

（H21） 

JIS C 9335-2-207（2018） 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

2-207部：水電解器の個別要求事項 

― 改正 

日本独自JIS 

JIS C 9335-2-207

（2007） 
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IEC規格等 最新版 現行J規格 JIS等 タイトル IECとの差違 備考 

― ― J60335-2-J9

（H23） 

JIS C 9335-2-209（2018） 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

2-209部：家庭用電気治療器の個別要求事項 

― 改正 

日本独自JIS 

JIS C 9335-2-209

（2009） 

 

― ― J60335-2-J10

（H21） 

JIS C 9335-2-210（2018) 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

2-210部：家庭用電気磁気治療器の個別要求事項 

― 改正 

日本独自JIS 

JIS C 9335-2-210

（2007) 

 

― ― J60335-2-J11

（H21） 

JIS C 9335-2-211（2018） 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

2-211部：家庭用熱療法治療器の個別要求事項 

― 改正 

日本独自JIS 

JIS C 9335-2-211

（2007） 

 

― ― J60335-2-J12

（H21） 

JIS C 9335-2-212（2018） 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

2-212部：家庭用吸入器の個別要求事項 

― 改正 

日本独自JIS 

JIS C 9335-2-212

（2007） 

 

 


